
（資料２）

我 が 国 の 戦 前 ・ 戦 後 の 法 曹 養 成 制 度

（戦前－昭和１１年～昭和１３年）

高    等    試    験    司    法    科    試    験

 

司  法  官  試  補 弁  護  士  試  補

裁判所及び検
事局における
１年６か月以
上の実務修習
（有給）

弁護士事務所
における１年
６か月以上の
実務修習（無
給）

考           試 考          試

判  事 検  事 弁    護    士

（戦後）

司　　　　　　　法　　　　　　　試　　　　　　　験

司　　　　　　　法　　　　　　　修　　　　　　　習

司法研修所における修習と裁判所・検察庁

・弁護士会における実務修習（有給）。修習

期間は２年であったが平成１１年度から１年

６か月となった。

考　　　　　　　　　　　　　　　　試

判事補 検  事 弁護士


